
第３回 港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会 

次 第（書面開催） 

１ 報 告 

（１） 港南区複合公共施設（仮称）の平面プランの最終報告について（資料③）

今まで皆様からいただいたご意見を踏まえ、資料③のとおり平面プランを確

定しましたので報告します。 

（２） 中央分離帯の計画について（資料④）

第１回建設懇談会でご意見をいただいた中央分離帯について、資料④のとお

り場所を移動して設ける方向となりましたので報告します。 

（３） 圏域及び施設名称について（資料⑤）

地域ケアプラザの圏域及び施設の名称については資料⑤のとおり、区役所の

最終案を決定しましたので報告します。 

２ 事務連絡 

（１） 第３回建設懇談会の内容について、３月に建設懇談会だより（第３号）を発

行する予定です。各自治会町内会会長の皆様には回覧の御協力をいただければ

と思いますので、宜しくお願いいたします。 

（２） 令和３年３月に設置した港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会について

は、設置要綱（資料②）第３条に規定された「施設内容について意見交換を行

い、市当局へ提言する」という任務が終了したため、第３回をもって「解散」

とさせていただきます。 

（３） 令和４年秋頃から建築工事に着手し、令和６年度の施設開所を予定していま

す。工事期間中はご迷惑をおかけするかと思いますが、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 
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○配付資料

① 港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会委員名簿

② 港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会設置要綱

③ 港南区複合公共施設（仮称）図面（確定版）

④ 中央分離帯の計画について

⑤「地域包括支援センター圏域」及び「施設名称」について
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地域住民の方 敬称略

番号 名　前 所　属　な　ど

1 委員長 三橋　茂樹
永野連合町内会　会長
南高台町内会長

2 副委員長 山田　敏明 上永谷富士見台自治会長

3 副委員長 阿曽　弘美 丸山台自治会長

4 委員 臼居　一郎 上野庭町内会長

5 委員 高橋　克彦
上永谷町内会長
永野地区　社会福祉協議会　副会長

6 委員 西澤　正彦 上永谷月見ヶ丘睦会長

7 委員 中山　義夫 いずみプラザ上永谷自治会長

8 委員 田村　政美 下野庭町内会長

9 委員 岡田　栄 勧永町内会長

10 委員 高橋　文典 菱興上永谷自治会長

11 委員 奥嶋　敬司 美晴台自治会長

12 委員 渡邊　正一 永野地区　社会福祉協議会　会長

13 委員 黒川　暁博
永野地区　社会福祉協議会　副会長
永野地区　民生委員児童委員協議会　会長

14 委員 池田　秀子 永野地区　保健活動推進員会　代表

15 委員 依田　秀穂 永野地区　シルバークラブ連合会　代表

16 委員 片伯部　富 永野地区　福祉ネットワーク　代表

港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会名簿

資料 ①



港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会設置要綱 

制定 令和３年３月 24日 

（趣旨） 

第１条 地域ケアプラザ、コミュニティハウス、南部児童相談所等の３施設を複合した

港南区複合公共施設（仮称）の建設にあたり、市当局に対し、区民や利用者の意

見を反映させるため、港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会（以下「懇談会」

という。）を設置する。 

（構成） 

第２条 懇談会は、「港南区複合公共施設（仮称）建設懇談会名簿」の委員をもって構

成する。 

（任務） 

第３条 港南区複合公共施設（仮称）に関連した施設内容について意見交換を行い、市

当局に提言する。 

（任期） 

第４条 懇談会の設置期間は、原則として任務の終了までとする。 

（会議の運営） 

第５条 懇談会は委員の互選により、委員長１名、副委員長２名を置く。 

２ 委員長は会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。 

（事務局） 

第６条 この懇談会の事務局は、港南区役所総務部区政推進課に置く。 

（附則） 

第７条 この要綱は、令和３年３月 24 日から施行する。 

資 料 ②



※今後の諸手続きにより、変更となる場合があります。 P.1
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※今後の諸手続きにより、変更となる場合があります。 P.２
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【既存の桜の木の整備方針】 

既存を残す計画としているが、工事の際に根の状況などを確認し、 

残すことが難しいと判断される場合には、川沿いおよび地域利用 

スペースに面して、新規の桜を植樹する計画とする
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【地域ニーズ室の整備方針】

〇地域の方々からのご意見を頂いた結果、様々な

利用方法や利用者が想定されることから、 地域

ニーズに柔軟に対応できる空間（フリースペース）

とする。

〇可動式間仕切りを設置した場合、間仕切りの

収納スペースが必要となり、ラウンジ・ロビーからの

出入りや、見通しに制限がかかることから、空間

を仕切る壁は無くした計画とする。

〇フリースペース内は、様々な利用方法に対応で

きるよう、パーテーション等の備品で容易にスペー

スを確保できる計画とする。
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※今後の諸手続きにより、変更となる場合があります。 P.5
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 旧港南土木事務所の前面道路にあった中央分離帯については、関係各所と

の 協議により、新しい建築物(児童相談所)の駐車場出入口に合わせた位置に

設けることになりました。 

  既存より北側に約１１ｍ移動した位置を予定しています。 

※今後の諸手続きにより、変更となる場合があります。

約 11ｍ移動 

【現況】 

【変更後】 

児童相談所駐車場 
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歩道 

歩道 
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 旧港南土木事務所跡地に設置される標記の施設は、地域ケアプラザ、コミュニティハウス及び南部児

童相談所の３つの機能を有する複合施設となります。 

 そのうち、地域ケアプラザに係る「地域包括支援センター圏域（以下、「包括圏域」）」及び地域ケア

プラザ・コミュニティハウスの「施設名称」については、これまで地域の皆様との意見交換を重ねなが

ら検討を進めてきました。 

このたび、上記それぞれについて区役所最終案を決定しましたのでご報告いたします。 

(１) 包括圏域について
「上永⾕１〜６丁⽬」、「丸⼭台１〜３丁⽬」及び「野庭町の⼀部」とします。

(２) 施設名称について
「上永⾕駅前地域ケアプラザ」・「上永⾕駅前コミュニティハウス」とします。

(１) 説明会概要
年⽉⽇ 各種会議 場所 

令和３年 10 月 20 日（水） 港南区連合町内会長連絡協議会 港南区役所 

令和３年 10 月 23 日（土） 永野連合町内会 上永谷町内会館 

令和３年 11 月９日（火） 港南区地区社会福祉協議会分科会 港南区社会福祉協議会 

令和３年 11 月 12 日（金） 港南区民生委員児童委員協議会 港南区役所 

令和３年 11 月 15 日（月） 永野地区民生委員児童委員協議会 下野庭町内会館 

令和３年 11 月 27 日（土） 永野地区社会福祉協議会 上永谷町内会館 

令和４年１月９日（日） 丸山台自治会役員会 丸山台第一自治会館 

(２) 主な意⾒
「これまで築いてきた地域の“助け合い”や“つながり”の活動が途切れないようにして欲しい。」 
（回答） 
頂いたご意見は今後決定される法人との間でしっかりと共有するとともに、区役所や他の地域

ケアプラザとの連携・協働の在り方などについて協議していきます。また、施設運営がスタート

した後も、地域の方々との議論・意見交換の場を設けていきます。

港南区複合公共施設（仮称）に係る「地域包括⽀援センター圏域」及び「施設名称」について 

<考え⽅> 
〇「きめ細やかでより良いサービスの実現」に向けて、地域包括支援センターの機能を最大限

発揮できるよう、次の３つのポイントに沿って考えました。

【ポイント１】 
〇当該施設が設置されるエリアは、現状、「１つの地域ケアプラザが複数の地区連合を担当し

ている」、「１つの地区連合が複数の地域ケアプラザと関わっている（例：永野地区は主に４

つの地域ケアプラザと関わっている）」という関係性にあります。 

地域ケアプラザ名 包括圏域に含まれる主な地区連合名 
東永⾕ ⼤久保最⼾、永⾕、永野 
下永⾕ 下永⾕、永野 
野庭 野庭団地、野庭住宅、永野 
⽇限⼭ ひぎり、永野 

〇今後、高齢化や生活の多様化が進むと、福祉や地域の担い手が不足する一方で、地域関係者

や関係機関のさらなる連携が必要となります。 

〇こうした背景を踏まえ、圏域設定にあたっては「きめ細やかでより良いサービスの実現」と

ともに「地域関係者・地域ケアプラザ双方の負担軽減」にもつながるよう、各地区と地域ケ

アプラザの関係性を整理するという視点で検討しました。

〇なお、①当該施設は永野地区に立地していること、②これまで永野地区の皆様から寄せられ

た要望を設計に反映していること、の２点を踏まえ、圏域の境界は永野地区を中心に検討し

ています。 

【ポイント２】 
〇地域包括支援センターでは、通常、「保健師（看護師）・社会福祉士・主任ケアマネジャー」

の３種類の専門職がそれぞれの強みを活かし、福祉・保健サービスの提供を行っています。 

〇制度上、包括圏域の高齢者人口が 3,000 人未満では、地域包括支援センターの配置職員数が

３名から２名に減少してしまいます。（本来の役割を果たすことができなくなる可能性。） 

〇そのため、区内の全地域ケアプラザの包括圏域において、3,000 人以上の高齢者人口を確保

するように設定しました。 

<考え⽅> 
〇左記「包括圏域」の中心に「上永谷駅」があることに着目し、「場所のイメージしやすさ・

分かりやすさ」の観点から考えました。 

※その他の候補について
〇地区連合の名称である「永野」については、①永野連合は区内でも屈指の大きさを有してい

ること、②「永野」を冠する施設である「永野小学校」と「永野幼稚園」がいずれも市営地

下鉄より北側にあること、この２点から利用者が施設の場所をイメージしづらく、場所を勘

違いしてしまう恐れがあると考えました。 

〇所在地の名称である「丸山台」については、①包括圏域の中心には地下鉄「上永谷駅」があ

ること、②包括圏域には（丸山台以外にも）上永谷及び野庭町（の一部）が含まれている、

この２点から「上永谷駅前」の方がより場所をイメージしやすく、分かりやすいと考えまし

た。 

〇なお、「永野・丸山台」「馬洗橋」といった候補も検討しましたが、「上永谷駅前」の方が場

所をイメージしやすく、分かりやすいと考えました。 

1 趣旨 

２ 区役所最終案 

３ 説明経過 

裏⾯あり 

【ポイント３】 
〇運営法人決定後、新施設と既存施設との間で引継ぎを行う必要があります。 

〇この引継ぎに係る影響を極力小さくするため、地区の異動は既存施設から新施設へのみとし

ます。（既存施設間の異動は行わない。） 

01172099
テキストボックス
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令和６年度開所予定 
※今後の社会情勢により変更の可能性があります。

(１) 包括圏域の詳細地図

(２) 区内各包括圏域の⾼齢者⼈⼝（令和３年３⽉末時点）
プラザ名 変更前：⾼齢者⼈⼝ 増減 変更後：⾼齢者⼈⼝ 

港南台 8,821 8,821 

東永谷 8,015 ▲2,451 5,564 

下永谷 5,380 ▲1,645 3,735 

野庭 7,892 ▲866 7,026 

日下 5,197 5,197 

港南中央 10,574 10,574 

日野南 5,653 5,653 

芹が谷 5,451 5,451 

日限山 4,787 ▲1,571 3,216 

(案)上永谷駅前 ― +6,533 6,533 

「距離の遠さや坂道などで不便を感じる⼈もいると思う。交通の便に配慮して欲しい。」 
（回答） 
地域ケアプラザでは、相談者の状況に応じ、お電話やご自宅に職員が出張するなど、施設にご

足労頂かない形でも各種の相談に対応しています。その他、各種事業につきましても、地域の活

動にあわせて出張もしています。また、運営法人が決定した際には、交通の便にかかるより具体

的な問題を共有し、どのように対応できるかを当該法人とも協議していきます。

「地域ケアプラザとコミュニティハウスで別々の名前はできないのか。」 
（回答） 
今回整備する複合施設では、地域ケアプラザとコミュニティハウスを利用するにあたって、地

域の皆さまのご要望であった150人規模の集会スペースの確保といった設計上の工夫を行ったこ

ともあり、一部両施設を明確には線引きできない仕様（一体的に利用できる仕様）になっていま

す。そのため、名称を施設ごとに分けるのは混乱を招くと考え、同一名称としました。

４ 今後のスケジュール（予定） 

秋頃：横浜市会 

秋頃：横浜市会 

６⽉：港南区地域福祉保健推進協議会 

2 ⽉：第３回建設懇談会 

施設整備の進捗状況報告 

（包括圏域案・名称案含む） 

包括圏域案・名称案の報告 

「施設設置条例」の改正案提出 秋頃：指定管理法⼈の選定 

指定管理法人の選定手続き開始 

指定管理法人の候補者決定 

指定管理法人の候補者案提出 

（参考） 

【担当】港南区役所区政推進課（電話：045-847-8319 ファクス：045-841-7030） 
港南区役所福祉保健課（電話：045-847-8441 ファクス：045-846-5981） 

議決後 
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